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ご意見は
こちらまで

◆右折レーンの延伸によって、直進車線まで滞留した右折
車に起因する追突事故が削減されるとともに、セパレート
化によって、対向直進車の視認性が向上し、交通の円滑化
が期待されます。

◆令和２年度から事業を進めてきました国道７号津賀野
交差点の改良工事が完成し、国道７号から県道弘前環状線
へ向かう右折レーンが延伸・セパレート化となりました。

出典：地理院地図に事業区間を追記して掲載

【位置図】

弘前市

津賀野交差点
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対 策 概 要

写真②完成写真

写真①カーブ区間で対向直進車の視認性が悪い

対策前

写真①完成写真

対策後

写真②滞留長不足により右折車が直進車を阻害

対策前 対策後

カーブ区間のため、
対向直進車が見えにくい 右折車両が右折レーンを

はみ出し、直進車を阻害

対策前

右折レーンＬ＝１２０ｍ

対 策 前 後 の 写 真

対策後

注意喚起
路面標示設置

右折指導線設置

右折レーン延伸
右折車がはみ出すことが少なくなります

右折レーンセパレート化
右折車から直進車が見やすくなります

右折レーンＬ＝１９５ｍ
※右折レーンセパレート化：右折レーンと直進レーンの
間にゼブラ帯（ の部分）を設け、セパレート幅を設け
ることにより対向直進車の視認性を向上させること

ゼブラ帯設置

対策前の
右折レーン終点

対策後の
右折レーン

対策前の
右折レーン終点


